
 6

 
 

本年度の“セーフティードライブ・チャレンジ１２３”は、平成２７年７月２１日から１１月

２０日までの１２３日間実施されました。 

県内全体では、７,６１８チーム（３８,０９０人）が参加、その内、当業界からはＡＭＳチー

ムとして各支部から９２チムが参加しました。 

その結果は、次のとおりでした。 

今後も安全運転に心掛けるようお願いします。 

【参加・達成状況】 

  （全 体） 

参加チーム数 ７,６１８チーム（３８,０９０人）〈昨年度比 ＋１２５チーム〉 

  達成チーム数 ６,３１４チーム 達成率 ８２.９％ 

（ＡＭＳチーム） 

    参加チーム数 ９２チーム（４６０人） 

    達成チーム数 ７２チーム 達成率 ７８.３％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆全体の交通事故・違反件数        ◆交通事故・違反件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＡＭＳチームの達成できなかったチームの主な違反は、携帯電話使用、通行禁止違反でした。 

セーフティードライブ・チャレンジ１２３が実施されました 

▲事故件数         ３９件 

▲違反件数      １,５７９件 

①指定場所一時不停止等 ３２５件 

②携帯電話使用等    ２９１件 

③シートベルト     ２８０件 

④速度超過       ２７０件 

⑤通行禁止場所通行   １９１件 

▲事故件数          １件 

▲違反件数         １８件 

①携帯電話使用等（保持）   ５件 

②通行禁止違反         ５件 

③シートベルト        ３件 

④指定場所一時不停止等    ２件 

⑤信号無視（赤色等）     １件 

⑥速度超過（１５以上２０未満）１件 

⑦速度超過（３０以上５０未満）１件 

⑧その他           ２件 
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なお、標記の終了式・抽選会が次により開催されます。 

◇日 時 平成２８年１月２９日（金）１３:３０～ 

◇場 所 小瀬スポーツ公園 体育館メインアリーナ 

 

◇ＡＭＳ賞に係る会員事業場へのお願い 

“セーフティードライブ・チャレンジ１２３”の抽選会において、推進構成団体から賞品が贈ら

れます。 

当会では、ＡＭＳ賞として(３,０００円割引券)５０本、チャレンジ達成チームの賞品といた

しました。 

この割引券は、当会会員事業場で実施の車検・定期点検・一般整備（オイル交換等）時の割引 

券となります。 

ご利用があったときは、次の事項をご理解の上、ご協力をよろしくお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表面 

裏面 
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（大型車の車輪脱落事故防止啓発用ポスター） 

ここ数年連続して大型車の車輪脱落事故件数が増加している現状を鑑み、大型車のドライバー等

に適正な車輪脱着作業の再徹底及び一定走行後の増し締め、日常点検の確実な実施等を啓発するた

め、下記のポスターを配布致します。 

つきましては、大型車の車輪脱落事故防止の啓発にご協力下さいますよう、よろしくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止啓発用ポスターの配布について 
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平成２５年１１月、山梨県内の中央自動車道において、高速乗合バスのフロントメンバーが脱落

してハンドル操作が不能になった事故に続き、平成２６年１０月、兵庫県内の中国自動車道におい

て、高速乗合バスの部品が剥離してハンドル操作が不能になった事故が発生したことに伴い、車

枠・車体の腐食に関する事故防止の徹底を図っているところでありましたが、昨年１１月、東北縦

貫自動車道の下り線において、東北運輸局管内の貸切バスが、中央分離帯に衝突して乗客７人が負

傷する事故が発生しました。 

当該事故の原因については、現在調査中ですが運転者が「バス前方から異音がしてハンドル操作

ができなくなった」と話していることから、車枠の主要骨格部分の腐食によりハンドル操作が不能

となった可能性が考えられます。 

自動車の保守管理については、機会あるごとに注意を喚起してきたところでありますが、積雪期

を迎え、凍結防止剤等による車枠・車体への影響が懸念されることから、自動車分解整備事業者の

皆様は、下記の事項について確実な実施をお願いします。 

 

記 

 

１．入庫車両の車枠・車体等の腐食状況について、以下による確実な点検整備を実施すること。 

（１）点検ハンマーによる打音検査等により腐食の有無を確認すること。 

（２）各自動車メーカーが提供している情報を参考に点検を実施すること。 

 

２．１．の結果、整備の必要性が認められた際は、自動車使用者等への整備の必要性について十分 

に説明を行い、自動車メーカーが提供している補修に関する情報を参考に適切な措置を実施す 

ること。                               （別添１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の車枠・車体等の適切な点検整備の実施について 

事故車のセンターメンバの腐食状態 
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※別添１、別添２は省略 
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関東運輸局自動車技術安全部長より、次のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

 

自動車技術安全部長 

自動車整備作業中の事故防止について 

 

自動車整備作業中の事故防止については、これまでもあらゆる機会を通じて注意喚起を図ってきたと

ころですが、去る平成２７年１１月１８日、埼玉県内の自動車整備工場（指定）において、車両運搬車

（２階式）の修理整備作業中に整備士が死亡するという重大な事故が発生しました。 

 当該事故は、車両運搬用の２階式前部上段デッキを所定の位置まで下降させようとしたが下降しな

かったため、作業マニュアルによることなく、当該デッキのロックレバーをハンマーで叩きロックを外

したところ瞬時に当該デッキが下降し、作業中の整備士が当該デッキに挟まれたことが原因と推定され

ています。 

整備工場における作業従事者の安全を確保することは、適切な事業運営に必要不可欠であり、また、

今後の整備事業の維持・発展に欠かせない優秀な若手人材を確保していくための前提となる極めて重要

な事項であると考えられます。 

つきましては、作業マニュアル等の確認及び複数で作業を実施する等の事故防止対策を確実に実施す

るよう傘下会員に指導するとともに、自動車整備作業中の安全確保を再周知し万全を期されるようお願

いします。 

 

 
 
 

 

 マイナンバー制度の利用が開始される平成28年 1月から、自動車重量税還付申請を行う場合は、

新様式のＯＣＲシート（登録自動車；第 3 号様式の 3、軽自動車；軽第 4 号様式の 3）を使用する

ことになり、個人番号または法人番号の記載が義務付けられました。 

 整備事業者が、申請者（ユーザー）に代わって自動車重量税還付申請を行う場合の申請方法・個

人番号カードの取扱い等について、従来の必要書類に加え下記の確認及び書類の提示が必要となり

ます。 

 なお、当該申請書（ＯＣＲシート）の記載は申請者本人が記載しなければならないこと、及び整

備事業者が個人番号を転載し保管する等の行為は禁止されております。 

代理人(整備事業者)が当該申請を行う場合の確認事項及び必要書類 

1. 代理権を有することの確認（申請者の委任状） 

2. 代理人の身元確認(代理人の個人番号カード・運転免許証等） 

3. 個人番号の確認（申請者の個人番号カードの写し・通知カードの写し等） 

 

『個人番号』が記載されている住民票の取扱いについて 

山梨運輸支局・軽自動車検査協会山梨事務所 

 『マイナンバー法』が、平成 27 年 10 月 5 日に施行され、住民票の表面に『個人番号』が記載さ

れることがあるため、下記の取扱いにより提出するようご留意をお願いします。 

① 住民票表面に『個人番号』が未記載なものをご提出ください。 

② 住民票表面に『個人番号』の記載があるものは、『個人番号』部分（全桁）を判読・復元でき

ない状態（切り取る等）にしてご提出ください。 

自動車整備作業中の事故防止について 

マイナンバー制度施行における自動車重量税還付の代理申請について 
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【訃 報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
業務部予備検査課パート職員が平成 27 年 12 月をもって退職しましたので、以下の通り後

任者を採用致しました。 

   

           ◇退職者 鷹野勝三  
       ◇採用者 中込  久 

 

 

 

 

 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部 

芦沢自動車整備工場 27 甲府東 名執モータース 774 南アルプス北

有泉自動車工場 788 甲府東 山田自動車整備工場 856 南巨摩北 

（有）大久保自動車工業 983 甲府南 オートショップ渡辺 1197 南巨摩北 

Auto Maintenance HOSOKAWA 1222 甲府南 （株）関東リース興業 12 東八 

青木自動車商会 407 甲府北 ニシキモータース 167 東八 

塩入自動車整備工場 487 甲府北 （有）富士自動車 524 東八 

山崎自動車整備工場 157 峡北 長田自動車整備工場 941 東八 

大泉自動車整備工場 951 峡北 三富自動車工業 782 日下部 

下井出整備工場 1035 峡北 福田オート 447 塩山 

山本自動車整備工場 699 韮崎 町田自動車商会 692 塩山 

久保田自動車整備工場 776 韮崎 三森自動車 799 塩山 

槫林モータース 834 韮崎 東信自動車整備工場 314 岳麓 

井上モータース 355 南アルプス南 宝興自動車整備 1008 大月 

常盤自動車整備工場 480 南アルプス南 古久屋自動車 1009 大月 

八田自動車整備工場 760 南アルプス北 （株）セントラルモーターズ 802 都留 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」１２月分当選発表 

（峡北支部 ８－５４７） 

高根自動車整備工場 

代表者 土屋 雅史 様 

ご本人 (７４歳) 

平成２７年１２月８日ご逝去 

事務局職員について 

（甲府北支部 ８－８０４） 

瀧口自動車 

代表者 瀧口 卓也 様 

ご母堂 芙美子 様(８７歳) 

平成２８年１月４日 ご逝去 


